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１．はじめに 

1-1）計画の背景、目的 

これまで日本では度重なる大災害により、様々な被害がもたらされたが、その災害から得

られた教訓を踏まえて対策が強化されてきた。平成７（１９９５）年の阪神淡路大震災では

住宅・建築物の耐震化、木造住宅密集市街地対策、インフラの耐震性強化などに着手し、平

成２３（２０１１）年の東日本大震災ではインフラ整備等のハード対策のみならず、わかり

やすい防災情報の発信や避難訓練等のソフト対策を組み合わせた、総合的な対策の必要性

が認識された。 

国においてはこれらの経験や教訓を受け、平成２５（２０１３）年１２月に「強くしなや

かな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（以下「国土強

靱化基本法」という。）が公布・施行され、翌年６月には国土強靱化基本計画（以下「国基

本計画」という。）が策定された。その後、平成３０（２０１８）年１２月には、策定後に

発災した自然災害等から得られた知見、社会情勢の変化等を踏まえ、国基本計画の見直しが

行われた。 

また、国土強靱化基本法第１３条では、都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策

の推進に関する基本的な計画（以下「地域計画」という。）を定めることができるとして規

定され、東京都においても様々な自然災害から都民や首都機能を守るため、「東京都国土強

靱化地域計画」（以下「都地域計画」という。）が平成２８（２０１６）年１月に策定されて

いる。 

国立市においても、立川断層帯地震や多摩直下地震等の地震災害のほか、台風や集中豪雨

等の風水害・土砂災害の大規模な自然災害のリスクに備えて、被害を未然に抑える・最小に

抑える減災対策、そして迅速な復旧・復興に資する取組みを推進していく必要がある。地域

の特性や想定される被害を踏まえて、対応方策を明らかにし、平時から国や都、民間事業者、

市民等と一体となって「強靱な地域」をつくる「安心・安全」のまちづくりをより一層推進

していくため、指針となる「くにたち国土強靱化地域計画」（以下「本計画」という。）を策

定するものである。 

 

1-2）計画の位置づけ 

本計画は、国土強靱化基本法第１３条に基づき策定する「地域計画」であり、国や東京都

及び国立市の諸計画と整合、調和を図りながら国土強靱化の観点から市の様々な分野に関

する施策を推進するための指針となる計画である。 
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【くにたち国土強靱化地域計画の位置づけ】 

 

 

 

 

【参考】 

本計画は、市基本計画で定める３１施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係性を踏まえ、特に

下記項目の達成を目指すものとする。 

 

   

 

1-3）計画期間 

本計画は、国基本計画や都地域計画等の見直しのほか、社会経済情勢等の変化、強靱化施

策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて所要の変更を加えるものとする。 
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２．国立市の特性、概況と潜在的リスク 

2-1）国立市の地域特性、概況 

自然的条件 

【位置】 

国立市は、都心から西２６㎞にあり、東京都の中央部に位置し、東は府中市、北は立川市

及び国分寺市、南は多摩川を境に日野市と接する。東西２．３㎞、南北３．７㎞、面積は、

８.１５㎢であり、２６市の中では、狛江市に次いで２番目に小さな規模となっている。市

役所の標高は７４ｍである。 

 

図１ 国立市位置図 

 

【地形・地勢】 

国立市は、大きく分けて北部の立川段丘と、そこから南に向かう青柳段丘の２種類の台地

と多摩川により形成された沖積地からなる地形構造を有している。 

市の北部及び東北部の国分寺崖線下から南武線沿いに東西に伸びる立川段丘崖までの立

川段丘が市の面積の約６割を占め、甲州街道を含む南武線以南の青柳段丘崖までの青柳段

丘が市の面積の約２割を占めている。また、この青柳段丘崖の南から中央自動車道を経て多

摩川までが沖積地となっており、市の面積の約２割を占めている。 

一方、市の西部の矢川緑地付近から流域下水道処理場広場を経て多摩川に至る南東方向

には立川断層帯がある。過去の調査等では、「断層が極めて近い将来に動く可能性は小さい

と考えられる。」とされていたが、平成２３（２０１１）年の東日本大震災以降には、地震

の発生可能性が高まる恐れがあるとの見解もあり、現在も継続して調査が行われている。 

また、市内の国分寺段丘及び青柳段丘崖には計１６か所の土砂災害警戒区域（うち土砂災

害特別警戒区域は計１２箇所）が存在している。 
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図２ 国立市の地形 

 

図３ 国立市地形断面模式図（北北東→南南西） 
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【気象】 

国立市の気候は、温暖な気候で夏は高温多湿、冬は寒冷少雨となっている。過去１８年間

のデータによると、天候は一年を通じて降雨日が１０８．２日で、気温は平均で１５．５℃

となっており、過去１８年間での最高気温は３８．８℃、最低気温は－８．４℃となってい

る。また、過去１８年間の降雨量は平均１３７１．９㎜で過去１８年間での１日の最大雨量

は平成３１（２０１９）年の２９０．０㎜、一時間当たりでは平成２０（２００８）年の６

７．５㎜となっている。 

１年間の総雨量はほぼ変わららない一方、一日の最大雨量、時間の最大雨量は増大傾向に

あるため、土砂災害や洪水などの災害のリスクも増大傾向である。 

 

表１ 国立市の１８年間の気象状況 

 

 

社会的条件 

【人口】 

市の人口は増加傾向にあり、令和３（２０２１）年１月１日現在で７６，３７１人、世帯

数は３８，６４２世帯、６５歳以上人口は１８，００８人で人口の約２割を占め、うち７５

歳以上人口は９，２９０人で約１割を占めている。 
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また、外国人住民人口は平成３１（２０１９）年１月１日時点で１，７０６人と増加傾向

にある。 

表２ 国立市人口推移 

 

 

 

 

なお、住民基本台帳人口に基づいた人口推計の結果では、このままの状況で推移した場合、

今後国立市の人口は令和７（２０２５）年まで横ばいで推移した後、減少に転じ、令和２７

（２０４５）年には約７３，０００人になると見込まれる。その内訳をみると、地域の経済

社会を支える中心的な世代ともいえる生産年齢人口（１５～６４歳）が減少傾向で推移する

のに対し、老年人口（６５歳以上）が一貫して増え続け、令和２７（２０４５）年には高齢

化率が３２．２％まで上昇する。 

 

表３ 将来人口の推計結果 
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実績値 推計値 

「統計くにたち」より（市民課各年１月１日データ） 

※外国人住民人口は、外国人登録制度の廃止に伴い、平成２４（２０１２）年７月までは外国人登録者数、平成

２４（２０１２）年８月からは住民基本台帳の人口による。 

「国立市第５期基本構想第２次基本計画」より 
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【昼夜間人口】 

昼間人口は７２，０６６人で、夜間人口を１００とした場合の昼間人口を表す昼間人口指

数は、平成７（１９９５）年以降９７～９９と変化傾向はみられず、昼間、流入する人に比

べ、流出する人が僅かではあるが、多くなっていることを示している。（平成２７（２０１

５）年国勢調査） 

 

【交通】 

市内を通る主要幹線道路は、中央自動車道、国道２０号線（日野バイパス）、都道である

主要地方道２０号線（府中相模原線）、主要地方道４３号線（立川東大和線）、１４５号線（旭

通り、富士見台通りの一部）、１４６号線（大学通り）、２５６号線（甲州街道）がある。 

また、鉄道については、北部を東西方向にＪＲ中央線及び中央部を西北西方向にＪＲ南武

線が通っており、都心へのアクセスが良好である。 

 

2-2）被害想定 

地震災害 

平成２３（２０１１）年３月に発生した東日本大震災は日本の観測史上最大のマグニチュ

ード９.０を記録し、関東にまで及ぶ広範囲にわたり甚大な被害をもたらした。発災から１

０年が経過し、その間にも熊本、北海道胆振東部、大阪北部など日本各地で地震が発生し、

多くの被害をもたらしている。 

国立市総合防災計画では、地震による被害想定として市内の被害合計が最大となる立川

断層帯地震の想定を前提としている。この立川断層帯地震では、市内ほぼ全域が震度６強

（一部震度７）となり、倒壊による建物被害が生じるほか、冬の夕方１８時、風速８ｍ／秒

といった気象条件は火気器具の利用が多いと考えられる時間帯で、これらを原因とする出

火数が多くなるとともに、延焼リスクが高くなることが想定されている。 

また、公共交通機関の運行停止に伴って帰宅困難者が多く発生することも想定されてい

る。  
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表４ 立川断層帯地震による被害想定【Ｍ７．３ 冬の夕方１８時 風速８ｍ／秒】 

      

 国立市 多摩地域 東京都 

震度別面積率 

５弱以下 ０．０％ ２８．６％ ２８．９％ 

５強 ０．０％ １９．９％ ３４．７％ 

６弱 ０．０％ ２２．５％ １７．５％ 

６強 ９９．９％ ２７．０％ １７．６％ 

７ ０．１％ ２．０％ １．３％ 

原因別建物全壊

棟数 

ゆれ １，１１３ ３３，９７４ ３４，３９９ 

液状化 ０ １７ ２０ 

急傾斜地崩壊 ６ ９４６ ９８８ 

計 １，１１９ ３４，９３６ ３５，４０７ 

ゆれ建物 

全壊棟数 

木造 ９７０ ３０，０８０ ３０，４４３ 

非木造 １４３ ３，８９４ ３，９５６ 

火
災 

出火件数 ８ ２６５ ３０８ 

焼失棟数(倒壊棟数含む） ３，１４３ ４８，８５０ ５３，３０２ 

焼失棟数（倒壊棟数含まない） ２，８３４ ４５，８８３ ５０，３２８ 

人
的
被
害 

死
者
数 

ゆれ・液状化建物被害 ４３ １，４０３ １，４１７ 

急傾斜地崩壊 ０ ６２ ６６ 

火災 ６０ ９７３ １，０５６ 

ブロック塀等 ０ ２１ ４２ 

落下物 ０ １ １ 

計 １０４ ２，４６０ ２，５８２ 

屋内収容物（参考値） ２ ６３ １１９ 

負
傷
者
数 

ゆれ・液状化建物被害 ７２７ ２３，９５０ ２６，１８３ 

急傾斜地崩壊 ０ ７８ ８２ 

火災 ２３５ ３，６４９ ３，９２２ 

ブロック塀等 １４ ７２７ １，４５３ 

落下物 １ ４８ ４９ 

計 ９７７ ２８，４５２ ３１，６９０ 

屋内収容物（参考値） ３６ １，３１５ ２，２２６ 

避難者数(１日後） ４２，４０７ ８９９，０８６ １，００７，１３８ 

帰宅困難者数 １８，２１８ ９２３，４９０ ４，７１４，３１４ 

エレベーター閉じ込め台数 ６ ７７５ ２，３０８ 

要援護者死者数 ５７ １，３２８ １，４１２ 

自力脱出困難者数 ５５９ １１，１８９ １１，３２０ 

がれき（万 t） ３５ １，０８０ １，１６６ 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

電力停電率 ３２．５％   

通信不通率 ２１．４％   

ガス供給停止率 ０～１００％   

上水道断水率 ６９．０％   

下水道管渠被害率 １９．３％   

 「東京都地域防災計画 震災編」より 
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風水害 

近年、日本国内の大雨及び短時間強雨の発生頻度は増加している。この１０年においては、

平成２６（２０１４）年の広島での線状降水帯による集中豪雨、土砂災害をはじめ、毎年の

ように水害による家屋の被害、人的被害が発生している。国立市においても、一日最大雨量

は増加傾向にある。 

台風の規模においては、気象庁によると日本への接近数、上陸数に長期的な変化傾向はみ

られず、強度においても変化傾向はみられないが、台風の強度が最大となる緯度がやや高緯

度へ移動する傾向がみられ、日本付近の台風の強度が高まり、個々の台風の降水量が増加す

ると予測されている。（「日本の気候変動２０２０大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報

告書」より）国立市においても、令和元（２０１９）年に発生した東日本台風（台風１９号）

による大雨の影響により、床上浸水１件、床下浸水１件の被害が生じている。この台風につ

いては、市内を流れる多摩川の下流域において氾濫が発生したということもあり、水害に対

する危機意識が高まるきっかけとなった。 

国立市における風水害のリスクについては、洪水ハザードマップ（想定降雨量が２日間総

雨量５８８㎜の大雨の場合、多摩川の洪水による越水被害や堤防決壊、集中豪雨による市内

の浸水被害を想定）、内水ハザードマップ（時間最大雨量１５７㎜、１日の総雨量６９０㎜

を想定した大雨の場合、市内各所で内水氾濫の被害を想定）、土砂災害ハザードマップを作

成し、市民及び事業者等に周知、広報している。 
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図４ 洪水ハザードマップ 
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図５ 内水ハザードマップ 
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図６ 土砂災害ハザードマップ 
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３．計画の考え方 

3-1）計画の構成 

 

 

3-2）基本目標、事前に備えるべき目標 

本計画における基本目標及び事前に備えるべき目標は、国基本計画及び都地域計画と調

和を図るとともに、国立市の地域特性やリスクを踏まえ、以下のとおり設定する。 

【強靱化の基本目標】 

① 人命の保護を最大限に図る 

② 市民及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けることなく維持される 

③ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 災害発生後の迅速な復旧・復興 

 

【事前に備えるべき目標】 

目標 1 市民の命を守る 

目標 2 救助・救急、医療活動等が迅速におこなわれる 

目標 3 必要不可欠な行政機能は確保する 

目標 4 必要不可欠な情報機能、通信機能、情報サービスは確保する 

目標 5 経済活動を機能不全に陥らせない 

目標 6 ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限にとどめ

るとともに、早期に復旧させる 

STEP1 目標の設定

基本目標、事前に備えるべき目標を設定する。

STEP2 リスクシナリオの設定

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を設定する。

STEP3 脆弱性の評価

リスクシナリオごとに国立市の脆弱性を評価する。

STEP4 施策方針の設定

脆弱性の評価をもとに、施策、実施事業を設定する。
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目標 7 二次災害の抑制、制御不能な複合災害、二次災害を発生させない 

目標 8 地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

 

４．リスクシナリオ 

起きてはならない最悪の事態の想定（リスクシナリオ） 

基本目標及び事前に備えるべき目標をもとに、国立市の地域特性等を踏まえ、以下の２０

項目を設定した。 

事前に備えるべき目標 No. 
リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

目
標
１ 

市民の命を守る 

1-1 
住宅・建築・交通施設等の複合的・大規模

倒壊による死傷者の発生 

1-2 

密集市街地、木造住宅密集地域や不特定多

数が集まる施設における火災による死傷者

の発生 

1-3 
風水害による広域かつ長期的な市街地等の

浸水、洪水等による死傷者の発生 

1-4 土砂災害等による死傷者の発生 

1-5 
情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等

で多数の死傷者の発生 

目
標
２ 

救助・救急、医療活動等が迅速

におこなわれる 

2-1 
被災地での食料・飲料水等、生命に関わる

物資供給の長期停止 

2-2 
救助、救急、医療活動等の施設、関係者の

絶対的不足、救急活動等の機能まひ 

2-3 
想定を超える多数かつ長期の帰宅困難者の

発生、混乱 

2-4 被災地における疫病・感染症等の発生 

目
標
３ 

必要不可欠な行政機能は確保

する 
3-1 

職員、施設等の被災による行政機能の大幅

な低下 

目
標
４ 

必要不可欠な情報機能、通信機

能、情報サービスは確保する 
4-1 

必要な情報収集、発信の不備、遅滞、テレ

ビ・ラジオ放送の中断等により、市民の避

難行動や救助が遅れる、必要な者に伝達で

きない事態 

目
標
５ 

経済活動を機能不全に陥らせ

ない 
5-1 

エネルギー供給の停止や物流ルートの途絶

によるサプライチェーン寸断等による企業

の生産力低下 
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事前に備えるべき目標 No. 
リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

目
標
６ 

ライフライン、燃料供給関連施

設、交通ネットワーク等の被害

を最小限にとどめるとともに、

早期に復旧させる 

6-1 
電気・ガス・上下水道の施設、設備の破損

による供給、機能停止 

6-2 
地域における交通ネットワークが分断する

事態 

目
標
７ 

二次災害の抑制、制御不能な複

合災害、二次災害を発生させな

い 

7-1 地震に伴う大規模火災の発生 

7-2 
沿線・沿道の建築物等による直接的な被害

及び交通まひ 

7-3 
避難所やプレハブ等の生活により、被災者

の健康状態が悪化する事態 

目
標
８ 

地域社会・経済が迅速に再建・

回復できる条件を整備する 

8-1 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞に

より復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-2 
復旧・復興を担う人材不足による復旧・復

興の大幅な遅れ 

8-3 
地域コミュニティの崩壊等による復旧・復

興の大幅な遅れ 



 

16 

 

５．ぜい弱性の評価及び強靱化に向けた取組 

【目標 1 市民の命を守る】 

リスクシナリオ 
1-1）住宅・建築・交通施設等の複合的・大規模倒壊による死傷者

の発生 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜民間建築物の耐震性等＞ 

・民間特定建築物や住宅の耐震化については、国立市耐震改修促

進計画に基づき進めている。 

・屋外広告物等の工作物の落下による死傷者を減らすための対

策が必要である。 

・実態調査により、管理不全な空き家が地域を問わず確認されて

いる。 

＜公共施設等の管理＞ 

・災害時に避難所や活動拠点となる公共施設については、耐震診

断及び耐震改修が済んでいるが、老朽化している施設が多いこと

から、大規模な改修や建て替え等の対策が必要な状況となってい

る。 

・国立市立第二小学校、国立市立学校給食センターについては、 

老朽化による建て替え事業を進めている。 

・指定避難所となる市立小中学校では、全校が体育館を含め耐震

改修が完了しており、平成２８（２０１６）年度から順次、校舎

の非構造部材耐震化対策改修を実施している。 

＜道路等の整備＞ 

・災害時輸送道路等の機能を有する都市計画道路の整備が遅れ

ており、さらに、狭あい道路や災害時輸送道路沿道の建築物等（ブ

ロック塀含む。）が倒壊することで緊急車両が通行困難になる可

能性がある。 

・無電柱化が遅れている。 

＜地域における防災力＞ 

・市民や事業所等を対象とした防災訓練や出前講座等を実施す

ることで防災意識を啓発し、地域防災力の向上を図っていくこと

が必要である。 

・家具類の転倒、落下、移動等による死傷者を減らすための対策

が必要である。 

推進方針、方策、施策 

【災害に強いまちづくりの推進】 

・災害に強いまちづくりを進めるため、市街地開発事業、住宅・

建築物安全ストック形成事業、狭あい道路整備等促進事業、密集

市街地総合防災事業、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業等を
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推進する。 

・都市計画道路の整備を図るとともに、災害時輸送道路沿道の建

築物等の耐震化やブロック塀等の倒壊防止、無電柱化を推進す

る。 

・公立小中学校の校舎、体育館の非構造部材の耐震化を進め、防

災上重要な公共施設の設備等の適正な維持管理を計画的に進め

るとともに、災害時に使用することを想定した整備を図る。 

・空き家の適正な管理を所有者等に促す。 

【防災意識の醸成・地域防災力の向上】 

・市民や事業所等を対象とした防災訓練や出前講座等を実施す

ることで防災意識を啓発し、地域防災力の向上を図る取組みを充

実させる。 

・屋内での防災対策として、低価格で屋内に設置できる簡易シェ

ルターの導入や家具転倒防止器具の設置等、屋内の安全性を確保

する取組みを推進する。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

民間の木造戸建、共同住宅の耐震化、耐震

化支援 
都市計画課 

公共施設の更新、再整備、非構造部材の耐

震化 

建築営繕課 

教育総務課 

学校給食センターの建て替え 
新学校給食センター

開設準備室 

屋外広告物等の更新の指導等 道路交通課 

都市計画道路、災害時輸送道路等の整備 
都市計画課 

道路交通課 

狭あい道路の拡幅整備 
道路交通課 

南部地域まちづくり課 

災害時輸送道路等沿道の建築物の耐震化 都市計画課 

ブロック塀等の撤去助成事業 防災安全課 

生垣化助成事業 環境政策課 

無電柱化の推進 道路交通課 

空き家の適正管理の促進 まちの振興課 

防災意識の啓発、防災教育、各種防災訓練

の実施 
防災安全課 

シェルターの啓発、導入への補助等新規事

業の検討 
高齢者支援課 

家具転倒防止対策の促進 防災安全課 
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リスクシナリオ 
1-2）密集市街地、木造住宅密集地域や不特定多数が集まる施設

における火災による死傷者の発生 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜密集市街地の防災対策＞ 

・木造住宅密集市街地の大規模な火災を未然に防ぐため、延焼防

止に関する取組みを推進していく必要がある。 

・道路の幅員が狭あいであることから、緊急車両の通行が困難と

なる地域がある。 

・消防活動に必要な消防水利を充実させる必要がある。 

＜地域における防災力＞ 

・地震危険度測定調査に基づき、火災危険度ランク２以上の地域

を中心に出火防止や初期消火対策に関する啓発を強化していく

必要がある。 

・消防団や自主防災組織等（以下「地域の防災組織」という。）の

地域防災力を高めていくことが必要である。 

推進方針、方策、施策 

【災害に強いまちづくりの推進】 

・災害に強いまちづくりを進めるため、市街地開発事業、住宅・

建築物安全ストック形成事業、狭あい道路整備等促進事業、密集

市街地総合防災事業、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業等を

推進する。 

・公共施設の新設や開発行為等に併せて消防水利の充実を図る。 

【オープンスペース等の確保】 

・延焼遮断の機能も持つ都市計画道路等の整備を図るとともに、

延焼防止のためのオープンスペース（公園・グラウンド・農地・

緑地等）の維持管理、確保に努める。 

【防災意識の醸成・地域防災力の向上】 

・立川消防署などの関係機関と連携を強化し、研修や訓練を重ね

ることで地域の防災組織の育成に努め、地域防災力を高める。 

・住宅内火災抑制のため、住宅用消火器や感震ブレーカー等の防

災機器の普及啓発に努め、火災予防活動を推進する。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

オープンスペースの維持管理、確保 

政策経営課 

道路交通課 

環境政策課 

南部地域まちづくり課 

都市計画道路、災害輸送道路等の整備【再】 
都市計画課 

道路交通課 

狭あい道路の拡幅整備【再】 
道路交通課 

南部地域まちづくり課 
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住宅用火災警報器の設置、交換の広報 防災安全課 

住宅用消火器、感震ブレーカーの設置助成

事業の普及啓発 
防災安全課 

地域配備消火器の設置 防災安全課 

防火防災診断の普及啓発 防災安全課 

消防水利の整備、維持管理 防災安全課 

自主防災組織の活動支援及び組織結成の

促進 
防災安全課 

消防団の活動備品の充実、活動マニュアル

の作成及び更新 
防災安全課 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施 
防災安全課 

防災意識の啓発、防災教育、各種防災訓練

の実施【再】 
防災安全課 

 

リスクシナリオ 
1-3）風水害による広域かつ長期的な市街地等の浸水、洪水等に

よる死傷者の発生 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜雨水対策＞ 

・雨水管の未整備地域がある。 

＜要配慮者の避難支援体制＞ 

・外水、内水の浸水想定区域内の市民が適切な避難行動をとるた

めの訓練等の実施や、要配慮者等への避難支援の仕組みが必要で

ある。 

・浸水想定区域内の要配慮者施設が実効性のある避難確保計画

を作成するとともに訓練等の実施について支援していく必要が

ある。 

＜情報収集・発信＞ 

・風水害は事前の備えや対応が可能であるため、適切な情報提供

及び提供された情報に基づく適切な判断が求められる。 

・暴風時には防災行政無線が聞こえにくいといった状況が生じ

てしまうため、これを補完する情報伝達手段が必要である。 

 

推進方針、方策、施策 

【雨水浸透対策の推進】 

・雨水管の整備を進めるとともに、開発行為等に併せて浸水想定

区域内に雨水流出抑制施設の設置を指導していく。 

【要配慮者の避難対策の推進】 
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・避難行動要支援者名簿を活用し、避難支援体制の構築を図る。 

・浸水想定区域内の要配慮者施設における避難確保計画の作成

や訓練等を支援していく。 

【防災意識の醸成・地域防災力の向上】 

・市民の適切な避難行動につなげるため、ハザードマップやマ

イ・タイムラインを普及啓発するとともに、出前講座等を実施し

ていくほか、過去の災害対応の検証結果を踏まえ、自治会、町内

会、自主防災組織等との連携強化を図る。 

【情報提供手段の強化】 

・防災行政無線の「聞こえづらい」を補完し、情報発信力の強化

を図り、適切な避難行動につなげる。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

雨水管の整備、雨水浸透施設の設置助成及

び指導 
下水道課 

要配慮者の避難支援事業 

福祉総務課 

高齢者支援課 

しょうがいしゃ支援課 

防災安全課 

避難確保計画の作成支援及び訓練支援 

福祉総務課 

高齢者支援課 

しょうがいしゃ支援課 

防災安全課 

ハザードマップの周知徹底、マイ・タイム

ラインの普及啓発 
防災安全課 

防災意識の啓発、防災教育、各種防災訓練

の実施【再】 
防災安全課 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施【再】 
防災安全課 

河川水位等の定期的な画像情報の発信 防災安全課 

防災行政無線テレフォンサービスの周知 防災安全課 

情報発信体制の強化、発信ツールの多様化 防災安全課 

市災害対策本部の本部機能の強化 防災安全課 

 

リスクシナリオ 1-4）土砂災害等による死傷者の発生 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜土砂災害警戒区域内における安全対策＞ 

・市内の土砂災害警戒区域は、公有地と民有地が混在している土

地が多く、ハード面の対策が図りにくい。 
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＜要配慮者の避難支援体制＞ 

・土砂災害区域内の市民が適切な避難行動をとるための訓練等

の実施や要配慮者等への避難支援の仕組みが必要である。また、

土砂災害警戒区域内の要配慮者施設が実効性のある避難確保計

画を作成し、訓練等を行えるように支援していく必要がある。 

＜情報収集・発信＞ 

・風水害は事前の備えや対応が可能であるため、適切な情報提供

及び提供された情報に基づく適切な判断が求められる。 

・暴風時には防災行政無線が聞こえにくいといった状況が生じ

てしまうため、これを補完する情報伝達手段が必要である。 

推進方針、方策、施策 

【土砂災害警戒区域等の安全対策の推進】 

・土砂災害警戒区域の安全対策（公有地化、整備工事等）を推進

していく。 

【要配慮者の避難対策の推進】 

・避難行動要支援者名簿を活用し、避難支援体制の構築を図る。 

・土砂災害区域内の要配慮者施設における避難確保計画の作成

や訓練等を支援していく。 

【防災意識の醸成・地域防災力の向上】 

・市民の適切な避難行動につなげるため、ハザードマップやマ

イ・タイムラインを普及啓発するとともに、出前講座等を実施し

ていくほか、過去の災害対応の検証結果を踏まえ、自治会、町内

会、自主防災組織等との連携強化を図る。 

【情報提供手段の強化】 

・防災行政無線の「聞こえづらい」を補完し、情報発信力の強化

を図り、適切な避難行動につなげる。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

土砂災害区域の公有地化、維持管理 環境政策課 

要配慮者の避難支援事業【再】 

福祉総務課 

高齢者支援課 

しょうがいしゃ支援課 

防災安全課 

避難確保計画の作成支援及び訓練支援

【再】 

福祉総務課 

高齢者支援課 

しょうがいしゃ支援課 

防災安全課 

ハザードマップの周知徹底、マイ・タイム

ラインの普及啓発【再】 
防災安全課 

防災意識の啓発、防災教育、各種防災訓練 防災安全課 
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の実施【再】 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施【再】 
防災安全課 

防災行政無線テレフォンサービスの周知 防災安全課 

情報発信体制の強化、発信ツールの多様化

【再】 
防災安全課 

市災害対策本部の本部機能の強化 防災安全課 

 

リスクシナリオ 
1-5）情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者

の発生 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜情報収集・発信＞ 

・大規模地震発災直後の混乱時には、迅速な情報伝達が困難にな

る可能性が想定される。 

・市民へ適切な災害情報を提供するため、市ホームページ、くに

たちメール配信、Twitter、LINE 等の様々な情報提供手段を活用

するとともに、迅速かつ誰もがわかりやすい表現を用いることで

的確に情報提供するよう改善に取り組んで行く必要がある。 

・要配慮者等のニーズに対する多様な情報提供手段についても

確保していく必要がある。 

・市報等の市の発行物が多言語対応していない。 

＜要配慮者の避難支援体制＞ 

・要配慮者施設と連携し、適切に情報が伝達される環境を整備す

る必要がある。 

＜地域における防災力＞ 

・自治会、町内会、自主防災組織等、地域での自助・共助に取り

組む担い手の育成が必要である。 

推進方針、方策、施策 

【情報提供手段の強化】 

・災害情報を迅速かつ正確に提供する体制を構築するほか、効果

的な情報伝達手段を検討していく。 

・高齢者、しょうがいしゃ、外国人等、要配慮者のニーズに対応

した情報伝達手段を検討していく。 

【要配慮者の避難対策の推進】 

・避難行動要支援者名簿を活用し、避難支援体制の構築を図る。 

【防災意識の醸成・地域防災力の向上】（再掲） 

・地域における組織的な防災活動の必要性について啓発し、自治

会、町内会、自主防災組織等の活動実態に即した支援を推進して

いく。 
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取り組むべき主な事業 

主管課 

情報発信体制の強化、発信ツールの多様化

【再】 

防災安全課 

広報担当 

しょうがいしゃ支援課 

多言語対応を含む新たな情報発信ツール

等の検討 

防災安全課 

広報担当 

やさしい日本語による情報発信 まちの振興課 

要配慮者の避難支援事業【再】 

福祉総務課 

高齢者支援課 

しょうがいしゃ支援課 

防災安全課 

避難確保計画の作成支援及び訓練支援

【再】 

福祉総務課 

高齢者支援課 

しょうがいしゃ支援課 

防災安全課 

防災意識の啓発、防災教育、各種防災訓練

の実施【再】 
防災安全課 

 

【目標 2 救助、救急、医療活動等が迅速に行われる】 

リスクシナリオ 
2-1）被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停

止 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜物資輸送ルート＞ 

・災害時輸送道路等の機能を有する都市計画道路の整備が遅れ

ており、さらに、災害時輸送道路沿道の建築物等が崩壊すること

で、物資の輸送を妨げるリスクが想定される。 

＜食料・日用品・飲料水等の確保＞ 

・大規模地震に伴う流通の停滞により、食料や生活必需品等が不

足するリスクが想定される。 

・発災時に必要な物資を迅速に調達するため、平時より災害時応

援協定事業者（以下「協定事業者」という。）との連絡体制及び調

達手順を確認し、運用体制の整備を図っていく必要がある。 

・物資調達に関連する協定事業者の拡充を図っていく必要があ

る。特に、要配慮者のニーズに応じた備蓄品を確保していく必要

がある。 

・中給水所及び谷保給水所において、担当部署及び協定事業者が

応急給水を円滑に実施できるように平時より連携し、資器材の使

用方法について習熟しておく必要がある。 

・国、東京都、協定事業者からの提供物資の受け入れについて、
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現状では十分な備蓄スペースを確保できない状況が想定される。 

＜地域における防災力＞ 

・在宅避難、分散避難を推進するため、家庭内備蓄や事業所内備

蓄について防災訓練や出前講座等の機会を活用し周知する必要

がある。 

推進方針、方策、施策 

【災害に強いまちづくりの推進】 

・災害時輸送道路や都市計画道路の整備を図るとともに、沿道の

建築物等の耐震化やブロック塀等の倒壊防止に関する取組みを

推進していく。 

【備蓄品等の確保、充実】 

・国、東京都、関係機関との連携のほか、災害時応援協定を活用

した物資調達体制を整備していく。また、物資集積拠点からの輸

送路及び輸送手段を検討していく。 

・市の備蓄計画に基づき、備蓄数量の確保に努めるほか、備蓄品

目の充実についても検討していく。ただし、備蓄スペースが狭あ

い化しているため、スペースの拡大や新設を検討していく。 

・応急給水資機材の操作習熟に努め、東京都、協定事業者等との

研修や訓練を実施することで飲料水の適切な調達、供給体制の確

保に努める。 

・建て替え事業を進めている国立市立学校給食センターについ

ては、食材の備蓄や災害時の炊き出し機能など、災害時の活用を

想定した施設整備を行う。 

【防災意識の醸成・地域防災力の向上】 

・家庭や事業所等における備蓄の確保、充実及び定期的な更新に

ついて市報や出前講座等を通じて周知していく。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

都市計画道路、災害時輸送道路等の整備

【再】 

都市計画課 

道路交通課 

災害時輸送道路等沿道の建築物の耐震化

【再】 
都市計画課 

ブロック塀等の撤去助成事業【再】 防災安全課 

生垣化助成事業【再】 

 

環境政策課 

国、東京都、協定事業者からの物資調達体

制の整備、スキームの確立 
防災安全課 

備蓄計画の更新、品目の検討、確保、備蓄

倉庫の拡大及び新設 
防災安全課 

応急給水訓練の実施、体制の構築 防災安全課 
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学校給食センターの建て替え【再】 
新学校給食センター

開設準備室 

防災意識の啓発、防災教育、各種防災訓練

の実施【再】 
防災安全課 

 

リスクシナリオ 
2-2）救助、救急、医療活動等の施設、関係者の絶対的不足、救急

活動等の機能まひ 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜医療救護活動体制＞ 

・国立市医師会、歯科医師会、薬剤師会、東京都柔道整復師会多

摩中央支部（以下「四師会」という。）と災害時応援協定を締結し

ているが、具体的な活動マニュアルが作成されていない。 

・発災時に医療機関及び医療従事者の被災を最小限にとどめ、業

務を継続できるような取組みへの支援が必要である。 

・医薬品調達に関する活動等について、国立市薬剤師会とマニュ

アルを整備していく必要があるほか、医療救護所における災害救

急医療薬品セットの充実を図る必要がある。 

・市内に病院が少ないため、重傷者の受入れ先を確保する必要が

ある。さらに、市内の救急車両は１台しかないため、負傷者の搬

送については、民間事業者等の協力体制が必要である。 

＜要配慮者の避難支援体制＞ 

・発災時における要配慮者の避難支援や安否確認を行うための

体制構築が必要である。 

＜地域における防災力＞ 

・人身被害を低減させるため、行政の災害対応能力及び市民の防

災力の向上に努めていく必要がある。 

推進方針、方策、施策 

【医療救護活動体制の整備・連携強化】 

・災害時医療に関する活動マニュアルを作成するとともに訓練

等を通じてマニュアルの更新、備蓄医薬品の更新を図っていく。 

・大規模地震を想定した市内医療機関等における事業継続計画

（＝Business Continuity Planning）（以下「BCP」という。）の

作成を支援する。 

・災害拠点病院等との連携を強化し、負傷者の搬送手段の確保及

び搬送体制の整備を行うととともに、災害時に実効性のある通信

網を整備していく。 

・立川消防署、立川警察署、自衛隊等の関係機関と連携を強化し、

訓練等を重ねることで災害対応能力向上を図る。 
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【要配慮者の避難対策の推進】 

・避難行動要支援者名簿を活用し、避難支援体制の構築を図る。 

【防災意識の醸成・地域防災力の向上】 

・市民や事業所等を対象とした防災訓練や出前講座等を実施す

ることで防災意識を啓発し、地域防災力の向上を図る取組みを充

実させる。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

災害時医療救護活動マニュアルの作成及

び更新、訓練の実施 

保健センター 

防災安全課 

市内医療機関の BCP の作成支援 
保健センター 

防災安全課 

市医療救護活動拠点と災害拠点病院との

災害時における通信手段の整備 

保健センター 

防災安全課 

医療救護活動で必要とする医療資機材等

の充実及び更新管理 

保健センター 

防災安全課 

協定事業者等と連携した搬送体制の構築 
保健センター 

防災安全課 

要配慮者の避難支援事業【再】 

福祉総務課 

高齢者支援課 

しょうがいしゃ支援課 

防災安全課 

自主防災組織の活動支援及び組織結成の

促進 
防災安全課 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施【再】 

防災安全課 

 

リスクシナリオ 2-3）想定を超える多数かつ長期の帰宅困難者の発生、混乱 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜帰宅困難者の安全確保＞ 

・公共交通機関の運行停止に伴い、滞留者、帰宅困難者が多数発

生する。 

・帰宅困難者一時滞在施設（以下「一時滞在施設」という。）とし

て災害時応援協定を締結している施設はあるが、具体的な運営方

法等がマニュアル化されていない。 

＜事業所への周知＞ 

・事業所従業員の一斉帰宅抑制、必要な物資の備蓄、情報伝達、

帰宅時の支援等について、東京都と連携して周知していく必要が

ある。 
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推進方針、方策、施策 

【帰宅困難者の安全対策の推進】 

・一時滞在施設として協力してもらえる協定事業者の拡大に努

めるとともにその開設及び運営について協議し、マニュアル作成

に努める。 

・帰宅困難者への対応や一時滞在施設の運営についての訓練等

を実施する。 

・帰宅困難者への情報提供体制を整備する。 

・各学校及び事業所に対し、児童、生徒や施設利用者、従業員等

が３日程度の滞在が可能となるような備蓄に努めるよう周知す

る。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

帰宅困難者支援計画の更新 防災安全課 

事業所等における帰宅困難者対策の推進 防災安全課 

東京都帰宅困難者対策条例の周知 防災安全課 

協定事業者とのマニュアル作成 防災安全課 

事業所の BCP 作成支援 防災安全課 

 

リスクシナリオ 2-4）被災地における疫病・感染症等の発生 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜保健予防活動＞ 

・平時より、感染症の発生、蔓延を防ぐために予防接種の奨励、

周知が必要である。 

・新型コロナウイルス感染症に対応した個別具体的な避難所開

設、運営マニュアルがなく、避難所運営に係る市職員及び市民が

感染症予防に関する知識をもって避難所開設当初から対策をと

る必要がある。 

・感染症対策に必要な備蓄の充実を図り、更新管理していく必要

がある。 

・医療や保健衛生の外部支援チームを円滑に受け入れる体制の

構築が必要であり、災害時における防疫対策について、多摩立川

保健所との連携協力が必要である。 

＜下水道施設の適正な維持管理＞ 

・下水道施設の被害や水道供給停止により水洗トイレが使えな

くなる可能性がある。 

＜避難所におけるペット対策＞ 

・ペットとの同行避難や避難所における適正な飼養について啓

発するほか、平時から飼養動物の備蓄品の確保や同行避難につい

ても啓発していく必要がある。 
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＜災害廃棄物の保管等＞ 

災害廃棄物の仮置場等では、周辺環境への影響、作業者や近隣住

民への健康影響等に対する予防措置が重要となるため、適切な安

全対策及び適正に保管・処理等をしていく必要である。 

推進方針、方策、施策 

【保健予防活動体制の整備・連携強化】 

・感染症の発生に伴う情報発信、注意喚起を行うとともに蔓延防

止のための予防接種を奨励し、市民への周知を図る。 

・避難所における新型コロナウイルス感染症の対応指針に基づ

き、各避難所運営マニュアルを更新するとともに避難所運営委員

会と協力し、地域と協働した訓練等を通じて、マニュアルの検証

を行っていく。 

・避難所運営に関わる可能性のある市職員や市民に対して、避難

所における感染症対策に必要な知識、技術の習熟を図る。 

・防疫活動に必要な資機材等の確保に努めるほか、多摩立川保健

所をはじめとする関係機関との連携体制を整備していく。 

・災害時保健活動マニュアルを作成し、平時から訓練等を行うと

とともに、避難所運営委員会との連携について検討していく。 

・外部支援チームを円滑に受け入れる仕組みを整備するととも

に、受援マニュアルを作成し、訓練等を通じて、その検証を行っ

ていく。 

【下水道施設の整備等】 

・下水道施設の適正な維持管理に努めるとともに下水道 BCP を

常に最新の状態とし、災害時応援協定の手順を整備する。 

・水洗トイレが使えない場合におけるトイレの使用方法につい

て市民に啓発するほか、仮設トイレの調達及び供給体制を整備す

る。 

【避難所におけるペット対策】 

・東京都獣医師会多摩西支部と連携し、避難所における適正な飼

養について啓発を図る。また、飼養動物の備蓄品の確保や同行避

難等についても訓練や出前講座等を通じて啓発を図る。 

【分散避難の推進】 

・避難所における三密を防ぐため、在宅避難や分散避難につい

て、市民への周知を図る。 

【災害廃棄物処理体制の整備、連携強化】 

・多摩川衛生組合との災害時における連携を具体化するととも

に、収集、処理委託業者との災害時の連絡体制を整備することに

よって、発災時における廃棄物処理への影響を最小限に留める。 
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取り組むべき主な事業 

主管課 

予防接種の勧奨、周知、実施 
保健センター 

子育て支援課 

避難所運営マニュアルの修正、更新 防災安全課 

避難所における感染症対策に関する研修

及び周知 

保健センター 

防災安全課 

感染症対策用品の充実、更新管理、防疫用

資機材の確保 

防災安全課 

保健センター 

災害時保健活動マニュアルの作成及び更

新 

防災安全課 

保健センター 

受援マニュアルの作成及び訓練等による

検証 
防災安全課 

災害時におけるトイレの使用方法に関す

る周知や訓練等の実施 
防災安全課 

下水道復旧における災害時応援体制の確

保、協定事業者との連携 
下水道課 

下水道 BCP の更新 下水道課 

東京都獣医師会多摩西支部との連携体制

の整備 

環境政策課 

保健センター 

防災安全課 

ペットの同行避難等の周知及び啓発 

環境政策課 

保健センター 

防災安全課 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施【再】 

ごみ減量課 

防災安全課 

災害廃棄物の応急集積場所の設置方針の

整備 
ごみ減量課 

災害廃棄物処理計画の更新 ごみ減量課 

災害廃棄物の処理先の確保 ごみ減量課 

 

【目標 3 必要不可欠な行政機能は確保する】 

リスクシナリオ 3-1）職員、施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜公共施設等の管理＞ 

・災害時に避難所や活動拠点となる防災上重要な公共施設につ

いては、耐震診断及び耐震改修が済んでいる。 

・庁舎においては、非常用自家発電設備が整備されており、一部

の執務室や設備に限り、電源が供給される（連続稼働時間約７２



 

30 

 

時間）。 

＜市の災害対応力＞ 

・市職員が迅速に災害応急業務を開始するほか、通常業務を継続

または早期再開するため、市の BCP を市職員一人ひとりが習熟

する必要がある。 

・大規模災害時においては、市職員だけでは災害応急業務を遂行

していくことが困難であるため、協定事業者等からの応援や市民

の自助、共助が必要である。 

・災害対策本部としての活動スペースが狭く、設備等についても

充実を図っていく必要がある。 

・災害対応にあたる市職員に必要な食料や飲料水等の備蓄が十

分でない。 

推進方針、方策、施策 

【防災拠点としての整備の推進】 

・防災上重要な公共施設の設備等の適正な維持管理を計画的に

進めるとともに、災害時に使用することを想定した整備を図る。 

・公立小中学校の校舎、体育館の非構造部材の耐震化を進め、公

共施設の災害時における使途について定め、必要な設備の導入や

更新をしていく。 

・災害対策本部となる庁舎については、非常用自家発電設備の適

切な維持管理に努めるほか、本部機能を確保するために必要とす

るスペース及び必要な資機材等を整備していく。 

【市職員の災害対応能力の向上】 

・市職員の災害対応能力を向上させるため、BCP に基づく訓練

等を実施していく。 

・BCP や各部署の業務マニュアルについては、電源供給断絶に

伴うシステム停止等の様々な状況を踏まえたうえで、実効性のあ

るものに更新していく。 

・受援マニュアルを作成し、他自治体等からの応援人員を受け入

れるための対策を推進する。 

・災害対応に従事する職員に必要な食料や飲料水等の確保に努

める。 

・避難所運営においては、市民が主体的に運営できるように研修

や訓練を実施する。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

災害時における活動スペース、災害対策本

部スペースの確保及び資機材等の整備 

総務課 

施設所有課 

防災安全課 

公共施設の更新、再整備、非構造部材の耐 建築営繕課 
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震化【再】 

非常用自家発電設備の適切な維持管理 総務課 

電源供給を絶たれた場合の業務マニュア

ル等の整備、訓練等による検証、更新 
システム保有課 

市 BCP 等の習熟及び訓練等による市

BCP の検証、更新 

防災安全課 

活動マニュアル作成課 

受援マニュアルの作成及び訓練等による

検証【再】 
防災安全課 

防災意識の啓発、防災教育、各種防災訓練

の実施【再】 
防災安全課 

避難所運営の訓練等の実施 防災安全課 

市職員用備蓄食料の確保及び更新管理 防災安全課 

 

【目標 4 必要不可欠な情報機能、通信機能、情報サービスは確保する】 

リスクシナリオ 

4-1）必要不可欠な情報収集、発信の不備、遅滞、テレビ・ラジオ

放送の中断により、市民の避難行動や救助が遅れる、必要な者に 

伝達できない事態 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜情報収集・発信＞ 

・情報収集及び情報提供する体制や情報伝達手段（防災行政無

線、くにたちメール配信、SNS 等）を多様化させるとともに、よ

り円滑に情報提供できるように平時から訓練等を重ねて提供体

制を向上、改善させていく必要がある。 

・情報提供にあたっては、誰もがわかりやすい表現を用いるほ

か、要配慮者の様々なニーズに対応するなど、的確に情報提供す

ることが必要である。 

・停電等に伴うシステム停止によって情報発信断絶とならない

ように非常用電源を確保しておく必要がある。 

・既存システム（メール配信、SNS 等）が停止した場合を想定し

た情報提供の仕組みが必要である。 

推進方針、方策、施策 

【情報提供手段の強化】 

・情報収集の仕組みや情報提供に関する訓練等を通じて、既存の

体制や情報提供ツールの改善に取り組み、新たなツールの導入を

検討する。 

・要配慮者の個別ニーズに対応するなど、的確に情報伝達するた

め、情報伝達の改善に取り組む。 

・災害対策本部となる庁舎のほか、医療救護所や避難所について
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も通信手段が確保されるように非常用電源の確保やインターネ

ット環境の整備に向けて取り組む。 

【情報提供体制の強化】 

・情報提供後に、地域で情報共有が図れるよう、自治会、町内会

や自主防災組織等において、共助の仕組みを検討するとともに、

避難所が情報提供の場となるように訓練等を重ねて避難所運営

マニュアルの実用性を向上させる。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

SNS の活用、改善（多言語対応等） 
広報担当 

防災安全課 

市ホームページのアクセス集中対策（キャ

ッシュサイトの構築） 

広報担当 

防災安全課 

情報発信体制の強化、発信ツールの多様化

【再】 

広報担当 

防災安全課 

多言語対応を含む新たな情報発信ツール

等の検討【再】 

広報担当 

防災安全課 

非常用自家発電設備の適切な維持管理

【再】 
総務課 

再生可能エネルギーシステムの活用 環境政策課 

やさしい日本語による情報発信【再】 まちの振興課 

防災意識の啓発、防災教育、各種防災訓練

の実施【再】 
防災安全課 

避難所運営の訓練等の実施【再】 防災安全課 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施【再】 

広報担当 

防災安全課 

 

【目標 5 経済活動を機能不全に陥らせない】 

リスクシナリオ 
5-1）エネルギー供給の停止や物流ルートの途絶によるサプライ

チェーン寸断等による企業の生産力低下 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜事業所等の防災体制＞ 

・協定事業者を主として、事業所等の BCP 策定が推進されるよ

う働きかけが必要である。 

＜道路等の整備＞ 

・物流ルートを途絶させないために道路機能の維持、橋りょう等

の整備を図っていく必要がある。 

・道路の被害状況等を把握するための体制整備や通行可能ルー

トに関する情報を収集し情報提供するため、国、東京都、他自治
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体、立川警察署、立川消防署等と連携について調整しておく必要

がある。 

＜停電時の対策＞ 

・停電時における電源確保のほか、公共施設や住宅、事業所等に

おいて再生可能なエネルギー利用を促進していく必要がある。 

推進方針、方策、施策 

【事業所等の BCP作成支援】 

・事業所等が災害時に自らの被害を軽減できるよう、防災体制の

整備を支援し、BCP作成を促進する。 

【災害に強いまちづくりの推進】 

・都市計画道路や橋りょうの整備を図るとともに、災害時輸送道

路沿道の建築物等の耐震化やブロック塀等の倒壊防止、無電柱化

を推進する。さらに、居住者の避難経路となる生活道路の整備を

推進する。 

・災害時における円滑な輸送を確保し、通行可能なルートを選定

するため、道路状況等の情報を収集、提供、共有できる体制と仕

組みを整備する。 

・市災害対策本部、避難所等の防災拠点施設を連絡する道路網を

国、東京都や関係機関と連携し確保する。 

【再生可能エネルギー設備等の導入推進】 

・再生可能エネルギーシステムの活用について、市民への普及啓

発を進めるとともに公共施設への導入について検討する。 

【ライフライン事業者との連携体制の強化】 

・速やかな復旧を可能にするため、ライフライン事業者や協定事

業者との連携体制の強化を図る。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

事業所の BCP 作成支援【再】 防災安全課 

都市計画道路、災害輸送道路等の整備【再】 
都市計画課 

道路交通課 

道路、橋りょうの老朽化対策、整備 道路交通課 

災害時輸送道路等沿道の建築物の耐震化

【再】 
都市計画課 

狭あい道路の拡幅整備【再】 
道路交通課 

南部地域まちづくり課 

ブロック塀等の撤去助成事業【再】 防災安全課 

生垣化助成事業【再】 環境政策課 

無電柱化の推進【再】 道路交通課 

再生可能エネルギーシステムの活用【再】 環境政策課 
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物資調達体制の整備、スキームの確立 防災安全課 

物資調達システムの活用・習熟 防災安全課 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施【再】 

道路交通課 

防災安全課 

 

【目標 6 ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留める

とともに、早期に復旧させる】 

リスクシナリオ 
6-1）電気・ガス・上下水道の施設、設備の破損による供給、機能

停止 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜公共施設等の管理＞ 

・地震や集中豪雨等による災害や施設の老朽化等による事故発

生及び機能停止のリスク低減を図る必要がある。 

＜下水道 BCPの強化等＞ 

・大規模災害時では、停電に伴う水道供給停止により下水が使用

できないことや、下水道施設の被害が想定されるため、仮設トイ

レの調達及び配置について、円滑に活動できるような連携体制を

協定事業者と整備しておく必要がある。 

・大規模災害時におけるし尿処理及び収集運搬や仮設トイレの

調達等について、北多摩二号水再生センター及び協定事業者との

連携体制の整備が必要である。 

・避難所に設置しているマンホールトイレの維持管理に努める

とともに、使用方法を訓練や出前講座の機会に周知し、市民が使

用できるようにしておく必要がある。 

＜停電時の対策＞ 

・停電時における電源確保のほか、公共施設や住宅、事業所等に

おいて再生可能なエネルギーの利用を促進していく必要がある。 

＜電力・ガス施設等との連携＞ 

・安定的な供給を求めるほか、早期の復旧を可能にするため、ラ

イフライン事業者や協定事業者との連携体制の強化を図る。 

推進方針、方策、施策 

【防災拠点としての整備の推進】 

・防災上重要な公共施設の設備等の適正な維持管理を計画的に

進めるとともに、災害時に使用することを想定した整備を図る。 

・公立小中学校の校舎、体育館の非構造部材の耐震化を進め、公

共施設の災害時における使途について定め、必要な設備の導入や

更新をしていく。 

・災害対策本部となる庁舎については、非常用自家発電設備の適

切な維持管理、様々な手段によるエネルギーの確保に努めるほ
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か、本部機能を確保するために必要とするスペース及び必要な資

機材等を整備していく。 

【下水道施設の整備等】 

・下水道施設の安全性を確保するため、公共下水道ストックマネ

ジメント計画により、計画的かつ効率的に改築及び更新を推進し

ていく。 

・下水道 BCP、国立市公共下水道事業計画の更新を図ることで、

ハード面及びソフト面からの対策を推進していく。 

・災害時におけるし尿処理体制を整備し、更新していくとととも

に、協定事業者と連携した訓練を継続して取り組んでいく。 

・マンホールトイレの維持管理、他施設への設置を検討していく

ほか、設置場所や使用方法について周知を図るとともに継続して

訓練を実施していく。 

・下水道施設の復旧活動及び仮設トイレの調達等、供給に関し、

協定事業者と連携した活動について継続して取り組んでいく。 

【再生可能エネルギー設備等の導入推進】 

・再生可能エネルギーシステムの活用について、市民への普及啓

発を進めるとともに、公共施設への導入について検討する。 

【ライフライン事業者との連携体制の強化】 

・ライフライン事業者に対し、供給施設等の耐震性及び災害対応

力の向上について要請する。 

・ライフライン事業者や協定事業者との連携を具体化するほか、

新たな協定締結を検討することで、発災時におけるエネルギー、

ライフラインの確保に努めていく。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

公共施設の更新、再整備、非構造部材の耐震

化【再】 
建築営繕課 

非常用自家発電設備の適切な維持管理【再】 総務課 

下水道施設の維持管理、改築、更新 下水道課 

雨水管の整備、雨水浸透施設の設置助成及

び指導【再】 
下水道課 

下水道 BCP の更新【再】 下水道課 

市 BCP の更新【再】 防災安全課 

マンホールトイレの維持管理、設置場所の

検討、使用方法の習熟 

下水道課 

防災安全課 

再生可能エネルギーシステムの活用【再】 環境政策課 

関係機関との連携強化、研修や訓練の実施

【再】 

防災安全課 

下水道課 
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ごみ減量課 

 

リスクシナリオ 6-2）地域における交通ネットワークが分断する事態 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜道路等の整備＞ 

・災害時輸送道路等の機能を有する都市計画道路の整備が遅れ

ている。 

・道路境界が未確定の箇所も多くあり、迅速な復旧を阻害する。 

・緊急車両の通行ルートや支援物資の輸送ルートについて、円滑

に情報共有するため、関係機関との連携強化が必要である。 

・ＪＲ南武線と道路との立体交差化による踏切の解消と、南部地

域と北部地域をつなぐ道路の整備が必要である。 

推進方針、方策、施策 

【災害に強いまちづくりの推進】 

・都市計画道路の整備を図るとともに、災害時輸送道路沿道の建

築物等の耐震化やブロック塀等の倒壊防止、無電柱化を推進す

る。 

・災害時輸送道路の障害物除去等の応急措置及び応急復旧作業

を速やかに実施するための体制を整備する。 

【交通環境による防災機能の向上】 

・ＪＲ南武線の踏切対策として、ＪＲ南武線の立体交差化を促進

し、都市計画道路をはじめ、交差する道路整備を推進する。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

都市計画道路、災害時輸送道路等の整備

【再】 

都市計画課 

道路交通課 

狭あい道路の拡幅整備【再】 
道路交通課 

南部地域まちづくり課 

災害時輸送道路等沿道の建築物の耐震化 都市計画課 

地籍調査事業の推進 道路交通課 

無電柱化の推進【再】 道路交通課 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施【再】 

道路交通課 

防災安全課 

ごみ減量課 

がれきの応急集積場所の設置方針の整備 ごみ減量課 

ＪＲ南武線連続立体交差事業 南部地域まちづくり課 

 

【目標 7 制御不能な複合災害、二次災害を発生させない】 

リスクシナリオ 7-1）地震に伴う大規模火災の発生 

現状・ぜい弱性評価（現在の ＜密集市街地の防災対策＞ 
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施策、事業の進捗状況等） ・木造住宅密集地域等を含む市街地の大規模な火災を未然に防

ぐため、延焼防止に関する取組みを推進していく必要がある。 

・消防活動に必要な消防水利を充実させる必要がある。 

＜地域における防災力＞ 

・出火防止や初期消火対策を強化していく必要がある。 

・地域の防災組織による地域防災力を高めていく必要がある。 

＜文化財の防災対策＞ 

・地域の歴史的な資源である文化財の防火対策等を推進してい

く必要がある。 

推進方針、方策、施策 

【オープンスペース等の確保】 

・延焼遮断の機能も持つ都市計画道路等の整備を図るとととも

に、延焼防止のためのオープンスペース（公園・グラウンド・農

地・緑地等）の維持管理、確保に努めていく。 

【出火防止対策・延焼拡大防止対策の推進】 

・大規模災害時における火災被害を軽減するため、火災リスクの

高い地域を中心として、立川消防署等や消防団等と協力し、火災

予防に関する支援を行う。 

・公共施設の新設や開発行為等に併せて消防水利の充実を図る。 

【防災意識の醸成・地域防災力の向上】 

・住宅内火災抑制のため、住宅用消火器や感震ブレーカー等の防

災機器の普及啓発に努め、火災予防活動を推進していく。 

・立川消防署との連携を強化し、訓練等を重ねることで市の災害

対応能力の向上を図るとともに地域の防災組織の育成に努める。 

【文化財の防災対策の推進】 

・市及び文化財所有者は自動火災報知機、消火設備等の防災設備

の整備に努めるほか、初期消火活動が適切に行われるように訓練

等を実施していく。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

オープンスペースの維持管理、確保【再】 

政策経営課 

道路交通課 

環境政策課 

南部地域まちづくり課 

都市計画道路、災害輸送道路等の整備【再】 
都市計画課 

道路交通課 

消防水利の整備、維持管理【再】 防災安全課 

消防団の活動備品の充実、活動マニュアル

の作成及び更新【再】 
防災安全課 

住宅用火災警報器の設置、交換の広報【再】 防災安全課 
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住宅用消火器、感震ブレーカーの設置助成

事業の普及啓発【再】 
防災安全課 

文化財所有者における防災設備等の整備、

文化財を対象とした消火訓練等の実施 

生涯学習課 

防災安全課 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施【再】 
防災安全課 

自主防災組織の活動支援及び組織結成の

促進【再】 
防災安全課 

防災意識の啓発、防災教育、各種防災訓練

の実施【再】 
防災安全課 

 

リスクシナリオ 
7-2）沿線・沿道の建築物等倒壊による直接的な被害及び交通ま

ひ 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜道路等の整備＞ 

・災害時輸送道路等の機能を有する都市計画道路の整備が遅れ

ており、さらに、狭あい道路や災害時輸送道路沿道の建築物等（ブ

ロック塀含む。）が倒壊することで緊急車両が通行困難になる可

能性がある。 

・道路の被害状況等を把握するための体制整備や通行可能ルー

トに関する情報を収集し情報提供するため、国、東京都、他自治

体、立川警察署、立川消防署等との連携について調整しておく必

要がある。 

・沿線、沿道の建築物倒壊等によって、市内の信号機が停止した

場合における交通規制措置や被災区域への流入規制等について、

立川警察署、道路管理者と連携体制を整備していく必要がある。 

・ＪＲ南武線と道路との立体交差化による踏切の解消と、南部地

域と北部地域をつなぐ道路の整備が必要である。 

推進方針、方策、施策 

【災害に強いまちづくりの推進】 

・都市計画道路の整備を図るとともに、災害時輸送道路沿道の建

築物等の耐震化やブロック塀等の倒壊防止、無電柱化を推進す

る。 

・交通規制が必要な状況に備え、立川警察署、道路管理者との連

携体制を構築する。 

【交通環境による防災機能の向上】 

・ＪＲ南武線の踏切対策として、ＪＲ南武線の立体交差化を促進

し、都市計画道路をはじめ、交差する道路整備を推進する。 

取り組むべき主な事業 都市計画道路、災害時輸送道路の整備【再】 都市計画課 
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主管課 道路交通課 

交通規制の対象となる道路等の把握 
道路交通課 

防災安全課 

災害時輸送道路等沿道の建築物の耐震化

【再】 
都市計画課 

無電柱化の推進【再】 道路交通課 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施【再】 
防災安全課 

ＪＲ南武線連続立体交差事業【再】 南部地域まちづくり課 

 

リスクシナリオ 
7-3）避難所やプレハブ等の生活により、被災者の健康状態が悪

化する事態 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜保健予防活動＞ 

・避難所における衛生環境を確保するため、感染症対策、感染症

対策用品の充実を図る必要がある。 

・避難所運営マニュアルに基づく訓練等を実施し、円滑に運営で

きるような体制を整備する必要がある。 

・災害関連死を抑制するため、避難所や応急仮設住宅等での避難

生活を送っている避難者の健康状態を把握し、必要な支援を行え

るよう保健師等の専門職による巡回健康相談等の保健予防活動

を実施できるような仕組みの整備が必要である。 

推進方針、方策、施策 

【保健予防活動体制の整備・連携強化】 

・避難所内の衛生環境を確保するため、感染症対策に必要な備蓄

の充実を図る。 

・避難所における新型コロナウイルス感染症の対応指針に基づ

き、各避難所マニュアルを更新するとともに、避難所運営委員会

と協力し、地域と協働した訓練を重ね、改善を図っていく。 

・災害時保健活動マニュアルを作成し、平時から訓練等を行うと

とともに、避難所運営委員会との連携について検討していく。 

・避難所運営については、多様性をもった視点で備蓄を充実する

とともにマニュアルの改善を図る。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

避難所運営マニュアルの修正、更新【再】 防災安全課 

避難所における感染症対策に関する研修

及び周知【再】 

保健センター 

防災安全課 

福祉避難所の拡充・連携強化 
高齢者支援課 

しょうがいしゃ支援課 
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防災安全課 

感染症対策用品の充実、更新管理、防疫用

資機材の確保【再】 

防災安全課 

保健センター 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施【再】 

防災安全課 

保健センター 

災害時保健活動マニュアルの作成及び更

新【再】 

防災安全課 

保健センター 

 

【目標 8 地域社会・経済が迅速に再建、回復できる条件を整備する】 

リスクシナリオ 
8-1）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興

が大幅に遅れる事態 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜災害廃棄物処理体制＞ 

・廃棄物処理施設は、災害廃棄物とともに通常ごみの処理をしな

ければならないため、焼却処理を担う多摩川衛生組合と連携体制

の強化を図るとともに、災害時においても環境センターの機能が

確保できるように設備の維持管理を徹底する必要がある。 

・災害廃棄物の仮置場等にもなるオープンスペース（公園・グラ

ウンド・農地・緑地等）の確保が必要である。 

・災害廃棄物の収集運搬体制及び処理先の確保が必要である。 

・災害廃棄物発生抑制のため、民間の特定建築物や住宅の耐震化

については、国立市耐震改修促進計画に基づき進めている。 

推進方針、方策、施策 

【災害廃棄物処理体制の整備、連携強化】 

・多摩川衛生組合との災害時における連携を具体化するととも

に、収集、処理委託業者との災害時の連絡体制を整備することに

よって、発災時における廃棄物処理への影響を最小限に留める。 

・市内オープンスペース等の実態を把握し、災害時の一時利用に

ついて検討し必要に応じて協定等を締結する。なお、オープンス

ペース等の活用は他用途の優先度を考慮して決定する。 

・国立市災害廃棄物処理計画に基づき、円滑な処理を行うための

実施体制を整備するほか、訓練等を実施することにより、実効性

の高い計画にしていく。 

【災害に強いまちづくりの推進】 

・民間の住宅等の耐震化補助事業の活用、更なる耐震化対策を促

進していく。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施【再】 

ごみ減量課 

防災安全課 

災害廃棄物の応急集積場所の設置方針の ごみ減量課 
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整備【再】 

災害廃棄物処理計画の更新【再】 ごみ減量課 

災害廃棄物の処理先の確保【再】 ごみ減量課 

民間の木造戸建、共同住宅の耐震化、耐震

化支援【再】 
都市計画課 

 

リスクシナリオ 8-2）復旧・復興を担う人材不足による復旧・復興の大幅な遅れ 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜地域コミュニティの取組＞ 

・コロナ禍において、地域のつながりの希薄化に拍車がかかって

いるため、地域コミュニティにおける重要な役割を担う自治会、

町内会の組織や活動を維持、強化し、コミュニティ力を向上させ

るとともに、地域で積極的に活動する場を整備していく。 

＜災害ボランティア等の受入体制＞ 

・災害ボランティアの育成及び登録を推進し、発災時に直ちに活

動できるように災害ボランティアセンターを開設する国立市社

会福祉協議会との連携体制を整備していく必要がある。 

・協定自治体、協定事業者及び関係機関との連携体制の整備、受

援体制の整備が必要である。 

推進方針、方策、施策 

【防災意識の醸成・地域防災力の向上】 

・市が実施する各種イベントや地域コミュニティ活動に防災を

位置づけ、日常から市民の自助、共助、防災意識の向上を図る。 

・多様な主体の協働による取組みや地域資源（人材・物資・資金・

情報）を効果的に活用したコミュニティ活動を促進するほか、地

域防災活動を継続し、自治会、町内会等の活動を支援していく。 

・活動拠点となるコミュニティ施設の機能について、充実を図

る。 

【災害ボランティア等の受入体制の整備】 

・国立市社会福祉協議会との協定に基づく連携体制の整備を図

るとともに、災害ボランティアセンターの活動マニュアルの更新

や訓練支援に取り組んでいく。 

・災害時における復旧復興業務は、市職員のみでは対応できない

ことが想定されることから、受援マニュアルを作成し、他自治体

等からの応援人員を受け入れるための対策を推進していく。 

・新たな災害時応援協定の締結を検討するほか、災害応急復旧業

務の円滑な実施体制も整備していく。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

自治会、町内会の維持、活動の活性化 まちの振興課 

自主防災組織の活動支援及び組織結成の 防災安全課 
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促進【再】 

防災意識の啓発、防災教育、各種防災訓練

の実施【再】 
防災安全課 

コミュニティ施設機能の充実 まちの振興課 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実

施【再】 
防災安全課 

災害ボランティアセンターの活動に関す

るマニュアルの及び訓練支援 

防災安全課 

福祉総務課 

受援マニュアルの作成及び訓練等による

検証【再】 

防災安全課 

職員課 

 

リスクシナリオ 8-3）地域コミュニティの崩壊等による復旧・復興の大幅な遅れ 

現状・ぜい弱性評価（現在の

施策、事業の進捗状況等） 

＜地域コミュニティの取組＞ 

・コロナ禍において、地域のつながりの希薄化に拍車がかかって

いるため、地域コミュニティにおける重要な役割を担う自治会、

町内会の組織や活動を維持、強化し、コミュニティ力を向上させ

るとともに、地域で積極的に活動する場を整備していく。 

＜被災者の生活再建支援等＞ 

・被災者の生活再建や住宅復興を迅速かつ円滑に行うため、東京

都や関係機関と連携し、り災証明書の発行、応急仮設住宅の確保

等の支援体制を整備する必要がある。 

・災害時における復旧復興業務は、市職員のみでは対応できない

ことが想定されることから、受援マニュアルを作成し、他自治体

等からの応援人員を受け入れるための対策を推進していく。 

＜災害時における防犯体制＞ 

・災害時は、避難所や避難地域に空き巣や暴行、傷害行為等が発

生するなど、被災地全体の治安が悪化する可能性があることか

ら、立川警察署を中心とした関係機関と連携し、災害時における

地域の防犯体制の整備を図る必要がある。 

＜災害ボランティア等の受入体制＞ 

・災害ボランティアの育成及び登録を推進し、発災時に直ちに活

動できるように災害ボランティアセンターを開設する国立市社

会福祉協議会との連携体制を整備していく必要がある。 

推進方針、方策、施策 

【地域資源の確保】 

・多様な主体の協働による取組みや地域資源（人材・物資・資金・

情報）を効果的に活用したコミュニティ活動を促進するほか、地

域防災活動を継続し、自治会、町内会等の活動を支援していく。

また、活動拠点となるコミュニティ施設の機能について、充実を
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図る。 

【復旧・復興体制の整備】 

・住家被害認定調査に従事する市職員の育成や被災者生活再建

支援システムの操作研修等を実施していくとともに、り災証明書

を速やかに発行できる体制を構築する。 

・東京都や関係機関と連携し、応急仮設住宅等の供給に関する計

画について検討していく。 

・災害時における復旧復興業務は、市職員のみでは対応できない

ことが想定されることから、受援マニュアルを作成し、他自治体

等からの応援人員を受け入れるための対策を推進していく。 

【地域における防犯体制の整備】 

・避難所運営について、防犯対策の視点を取り入れ修正を行うほ

か、被災等に伴う治安の悪化や被災後の混乱に乗じた犯罪を防ぐ

ための知識や意識向上の取組みを推進する。 

【災害ボランティア等の受入体制の整備】 

・国立市社会福祉協議会との協定に基づく連携体制の整備を図

るとともに、災害ボランティアセンターの活動マニュアルの更新

や訓練支援に取り組んでいく。 

・新たな災害時応援協定の締結を検討するほか、災害応急復旧業

務の円滑な実施体制も整備していく。 

取り組むべき主な事業 

主管課 

自治会、町内会の維持、活動の活性化【再】 まちの振興課 

自主防災組織の活動支援及び組織結成の促

進【再】 
防災安全課 

防災意識の啓発、防災教育、各種防災訓練の

実施【再】 
防災安全課 

コミュニティ施設機能の充実【再】 まちの振興課 

関係機関等との連携強化、研修や訓練の実施

【再】 
防災安全課 

避難所運営マニュアルの修正、更新【再】 防災安全課 

受援マニュアルの作成及び訓練等による検

証【再】 

防災安全課 

職員課 

被災者生活再建支援のための体制整備、シス

テムの運用 

防災安全課 

市民課 

課税課 

災害復興計画の更新【再】 
都市計画課 

防災安全課 

応急仮設住宅の建設候補地等の検討 都市計画課 

市民の自主的な防犯活動の推進支援 防災安全課 

災害ボランティアセンターの活動に関する 防災安全課 
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マニュアルの及び訓練支援【再】 福祉総務課 
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６．計画の推進 

6-1）計画の推進体制 

計画の推進にあたっては、分野別の個別計画に基づく取組みによって推進していくほか、

全庁横断的な体制のもと計画を推進していく必要があることから、国立市基本構想及び基

本計画における施策体系と関連して一体的に推進していく。 

また、「地域の強靱化」に向けて、国や都、民間事業者、市民等との連携協力を促進する

とともに地域コミュニティの形成を支援し、お互いに不足する部分を補うなど、平時から関

係性の構築を進め、効果的な施策の実施に努める。 

 

6-2）計画の進捗管理 

本計画の推進にあたっては、国立市基本構想及び基本計画に定める施策の業績指標をも

って国土強靱化に向けた施策の進捗状況とあわせて把握するとともに、市総合防災計画を

はじめとする分野別の個別計画と連携しながら取組の効果を検証することにより進行管理

を行う。 

 

6-3）国の補助金、交付金 

国立市では、国土強靱化を進めるにあたり国の交付金・補助金を活用している事業があ

る。 

国の交付金・補助金に関連して取組む事業については、年度ごとに新規事業の掲載等が

あることを考慮し、本計画とは別に資料「国土強靱化に資する国立市の事業及び活用する

交付金・補助金一覧」を作成し、必要に応じて適宜更新していくものとする。 

 

 

  



 

46 

 

７．業績指標（ＫＰＩ）一覧 

 業績指標 現状値（年度） 目標値（年度） 

1-1 住宅・建築・交通施設等の複合的・大規模倒壊による死傷者の発生 

 
住宅の耐震化率 

84.9％ 

（2014 年） 

おおむね 100％ 

（2027 年） 

 小・中学校の校舎非構造部材（天井材、照明器

具）耐震化の割合 

27.3％ 

（2018 年） 

81.8％ 

（2027 年） 

 
都市計画道路の整備率 

38.2％ 

（2018 年） 

40.0％ 

（2027 年） 

 
狭あい道路拡幅整備の申請件数 

2 件 

（2018 年） 

38 件 

（2027 年） 

 
空き家率 

14.8％ 

（2018 年） 

14.8％ 

（2027 年） 

1-2 密集市街地、木造住宅密集地域や不特定多数が集まる施設における火災による死傷者

の発生 

 
自主防災組織数 

26 組織 

（2018 年） 

34 組織 

（2027 年） 

 
市民の防災訓練参加者数 

2,781 人 

（2018 年） 

3,200 人 

（2027 年） 

1-3 風水害による広域かつ長期的な市街地等の浸水、洪水等による死傷者の発生 

1-4 土砂災害等による死傷者の発生 

1-5 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

 
雨水浸透ますの設置数（累計） 

17,117 基 

（2018 年） 

26,400 基 

（2027 年） 

 
防災対策をしていない市民の割合 

23.4％ 

（2018 年） 

18.0％ 

（2027 年） 

 
福祉活動に取り組んでいる市民の割合 

12.7％ 

（2018 年） 

18.0％ 

（2027 年） 

 
くにたちメール登録者数 

6,887 人 

（2018 年） 

7,500 人 

（2027 年） 

 言語間・国際文化間の違いにより不便を感じて

いる市民の割合 

4.2％ 

（2019 年） 

3.2％ 

（2027 年） 

2-1 被災地での食料・飲料水、生命に関わる物資供給の長期停止 

  

市において備蓄している食料の数 

 

75,720 食 

（2018 年） 

102,052 食 

（2027 年） 
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3-1 職員、施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

 地震や災害が起こった時に生命や財産が守ら

れると思う市民の割合 

31.5％ 

（2018 年） 

40.0％ 

（2027 年） 

4-1 必要な情報収集、発信の不備、遅滞、テレビ・ラジオ放送の中断等により、市民の避

難行動や救助が遅れる、必要な者に伝達できない事態 

 
くにたちメール登録者数【再】 

6,887 人 

（2018 年） 

7,500 人 

（2027 年） 

 入手したい市政情報が十分に公開されている

と思う市民の割合 

21.2％ 

（2018 年） 

25.5％ 

（2027 年） 

5-1 エネルギー供給の停止や物流ルートの途絶によるサプライチェーン寸断等による企業

の生産力低下 

 
都市計画道路の整備率【再】 

38.2％ 

（2018 年） 

40.0％ 

（2027 年） 

 
狭あい道路拡幅整備の申請件数【再】 

2 件 

（2018 年） 

38 件 

（2027 年） 

6-1 電機・ガス・上下水道の施設、設備の破損による供給、機能停止 

 南部地域（分流区域）における雨水管整備率 

（雨水管整備面積／分流区域面積（95.66ha）

×100） 

56.6％ 

（2018 年） 

68.0％ 

（2027 年） 

 公共下水道管の改築・更新率 

（改築・更新延長／公共下水道管延長

（218.76km）×100） 

0％ 

（2018 年） 

26.9％ 

（2027 年） 

 重要路線の地震対策率 

（重要路線の地震対策延長／重要路線の延長

（26km）×100） 

58.5％ 

（2018 年） 

100％ 

（2023 年） 

6-2 地域における交通ネットワークが分断する事態 

 ＪＲ南武線連続立体交差事業に伴う市街地整

備の事業化進捗率 

0％ 

（2019 年） 

81.5％ 

（2027 年） 

7-1 地震に伴う大規模火災の発生 

 
都市計画道路の整備率【再】 

38.2％ 

（2018 年） 

40.0％ 

（2027 年） 

 
農地面積の減少率 

2.60％ 

（2018 年） 

1.97％ 

（2027 年） 

  

自主防災組織数【再】 

 

26 組織 

（2018 年） 

34 組織 

（2027 年） 
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市民の防災訓練参加者数【再】 

2,781 人 

（2018 年） 

3,200 人 

（2027 年） 

7-2 沿線・沿道の建築物等倒壊による直接的な被害及び交通まひ 

 
住宅の耐震化率【再】 

92.2％ 

（2018 年） 

おおむね 100％ 

（2027 年） 

 
都市計画道路の整備率【再】 

38.2％ 

（2018 年） 

40.0％ 

（2027 年） 

 ＪＲ南武線連続立体交差事業に伴う市街整備

の事業化進捗率【再】 

0％ 

（2019 年） 

81.5％ 

（2027 年） 

7-3 避難所やプレハブ等の生活により、被災者の健康状態が悪化する事態 

 地震や災害が起こった時に生命や財産が守ら

れると思う市民の割合 

31.5％ 

（2018 年） 

40.0％ 

（2027 年） 

8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 
住宅の耐震化率【再】 

92.2％ 

（2018 年） 

おおむね 100％ 

（2027 年） 

 公共下水道管の改築・更新率 

（改築・更新延長／公共下水道管延長

（218.76km）×100） 

0％ 

（2018 年） 

26.9％ 

（2027 年） 

 
総資源化率 

36.9％ 

（2018 年） 

44.2％ 

（2027 年） 

8-2 復旧・復興を担う人材不足による復旧・復興の大幅な遅滞 

8-3 地域コミュニティの崩壊等による復旧・復興の大幅な遅滞 

 
自主防災組織数【再】 

26 組織 

（2018 年） 

34 組織 

（2027 年） 

 
市民の防災訓練参加者数【再】 

2,781 人 

（2018 年） 

3,200 人 

（2027 年） 

 自治会・町内会加入率 

自治会・町内会加入世帯数／全世帯数 

29.2％ 

（2018 年） 

36.5％ 

（2027 年） 

 
コミュニティ施設利用者数 

170,871 人 

(2018 年) 

190,000 人 

（2027 年） 

 
何らかの防犯対策をとっている市民の割合 

83.0％ 

(2018) 

87.0％ 

（2027 年） 
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８．関連する計画 

事前に備えるべき目標 計画 

①市民の命を守る 

 国立市総合防災計画 

 国立市都市計画マスタープラン 

 地域交通計画 

 国立市耐震改修促進計画 

 国立市減災対策アクションプラン 

 国立市公共施設等総合管理計画 

 国立市学校施設整備基本方針 

 公共施設保全計画 

 公共施設再編計画 

 国立市道路等長期修繕計画 

 国立市下水道プラン 2020 

 国立市緑の基本計画 

 国立市第二次地域福祉計画 

 国立市地域包括ケア計画 

 しょうがいしゃ計画 

②救助・救急、医療活動等が迅

速におこなわれる 

 国立市総合防災計画【再】 

 国立市都市計画マスタープラン【再】 

 地域交通計画【再】 

 国立市耐震改修促進計画【再】 

 国立市減災対策アクションプラン【再】 

 国立市道路等長期修繕計画【再】 

 備蓄計画 

 国立市下水道プラン 2020【再】 

 国立市第二次地域福祉計画【再】 

 国立市地域包括ケア計画【再】 

 国立市しょうがいしゃ計画【再】 

 帰宅困難者支援計画 

③必要不可欠な行政機能は確

保する 

 国立市総合防災計画【再】 

 国立市事業継続計画（地震編） 

 国立市新型インフルエンザ等対策行動計画・業務継続計画  

 国立市公共施設等総合管理計画【再】 

 公共施設保全計画【再】 

 公共施設再編計画【再】 

④必要不可欠な情報機能、通信

機能、情報サービスは確保する 

 国立市総合防災計画【再】 

 国立市公共建築物環境配慮整備方針 
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 国立市域地球温暖化対策アクションプラン 

⑤経済活動を機能不全に陥ら

せない 

 国立市総合防災計画【再】 

 国立市都市計画マスタープラン【再】 

 地域交通計画【再】 

 国立市耐震改修促進計画【再】 

 国立市減災対策アクションプラン【再】 

 国立市道路等長期修繕計画【再】 

⑥ライフライン、燃料供給関連

施設、交通ネットワーク等の被

害を最小限にとどめるととも

に、早期に復旧させる 

 国立市総合防災計画【再】 

 国立市公共施設等総合管理計画【再】 

 国立市学校施設整備基本方針【再】 

 公共施設保全計画【再】 

 公共施設再編計画【再】 

 国立市道路等長期修繕計画【再】 

 地域交通計画【再】 

 国立市下水道プラン 2020【再】 

 国立市南部地域整備基本計画 

 国立市公共建築物環境配慮整備方針【再】 

 国立市域地球温暖化対策アクションプラン【再】 

⑦二次災害の抑制、制御不能な

複合災害、二次災害を発生させ

ない 

 国立市総合防災計画【再】 

 第五次男女等・男女共同参画推進計画 

 国立市都市計画マスタープラン【再】 

 地域交通計画【再】 

 国立市耐震改修促進計画【再】 

 国立市減災対策推進アクションプラン【再】 

 国立市道路等長期修繕計画【再】 

 国立市南部地域整備基本計画【再】 

 国立市緑の基本計画【再】 

⑧地域社会、経済が迅速に再

建・回復できる条件を整備する 

 国立市総合防災計画【再】 

 国立市災害廃棄物処理計画 

 国立市耐震改修促進計画【再】 

 国立市第二次地域福祉計画【再】 

 

【参考文献】 

「国立市第５期基本構想第２次基本計画」 

「国立市総合防災計画」 2015 国立市防災計画 

「統計くにたち」2020 国立市 

「東京都地域防災計画（地震版）」 東京都防災計画 
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「日本の気候変動 2020－大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書－」（詳細版） 文

部科学省及び気象庁 

東京都防災ホームページ  http://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/index.html 

気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 

【用語解説】 

用語 説明 

一時滞在施設 
帰宅困難者が帰宅可能になるまで待機する場所がない者を一時的に

受け入れる施設。 

雨水流出抑制施設 

市街化が進み、雨水が地中にしみ込む面積が少なくなると、短時間

に多量の雨水が流れ出て水害を発生させたり、湧水や井戸等が枯渇

することが考えられる。このため、浸透ますや浸透トレンチ等の雨

水を地下に浸透させる施設をいう。 

延焼遮断（帯） 

大地震等において市街地大火を阻止する機能を有する道路、鉄道、

公園、学校等の都市施設と、それらの沿線の一定範囲に建つ耐火建

築物による構成される帯状の不燃空間。 

応急仮設住宅 

災害救助法第４条に基づき東京都が設置する簡易な住宅。災害のた

め住家が滅失した被災者のうち、自らの資力で住宅を確保すること

ができない者に対して、一時的な居住の安定を図ることを目的とし

ている。 

感震ブレーカー 

地震発生後における電気火災を防ぐために設置する器具であり、一

定のゆれを感知すると、ブレーカーを落とすもの。分電盤に設置す

るものやコンセントに設置するものなど多くの種類がある。 

帰宅困難者 

滞留者のうち、徒歩により帰宅できない者。東京都被害想定では、

自宅まで 10km 以下の者は全員が帰宅できるものとし、1km 増すご

とに帰宅可能者が 10%ずつ低減し、20km 以遠の者は帰宅困難とし

ている。 

狭あい道路 

幅員４ｍ未満の道路。災害時の消防・救急活動や応急物資の搬送等

の妨げになるばかりか、日常の日照や通風など生活環境上も整備が

望まれる道路。 

国立市避難所運営マ

ニュアル 

国立市避難所運営ガイドラインに基づき、各避難所においてあらか

じめ具体的な運営方法を取りまとめたもの。平成２５（２０１３）

年度にすべての避難所で作成された。 

災害拠点病院 
都は、災害時において主に重傷者の治療等を行う病院を東京都災害

拠点病院として指定している。 
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用語 説明 

災害時輸送道路 

東京都の緊急輸送ネットワークおよび総合防災計画で位置づけた災

害対策本部、避難所、給水所等の防災拠点施設を連絡する路線とし

て選定された道路。 

在宅避難 

災害が発生したときに、自分を含めた家族にケガがなく、住宅にも

危険な損傷がない場合、自宅で避難生活を送ること。住み慣れた家

で暮らすことにより、ストレスが減り、心身の健康を保ちやすくな

るメリットがある。 

事業継続計画 

災害発生時に優先的に取り組むべき重要な業務を継続し、最短で事

業の復旧を図るために事前に必要な資源の準備や対応方針及び手段

を定めた計画。Business Continuity Planning(BCP)  

自主防災組織 
大規模な災害が発生した際、地域の住民が的確に行動し、被害を最

小限に防ぐために、地域住民により自主的に結成された組織。 

滞留者 
地震発生時に通勤、通学、私事等により市外から国立市を訪問して

いる者。 

同行避難 
災害時に自宅等に留まることが危険だと判断した際に、人とペット

双方の被害を避けるためにペット連れて行う避難行動のこと。 

土砂災害（特別）警戒

区域 

がけ崩れ、地すべり、土石流などの土砂災害が発生した場合に、住

民の生命または身体に危害が生じる恐れがある地域のこと。その区

域の中でも建物等に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危

害が生じる恐れがある区域が土砂災害特別警戒区域に指定される。 

内水氾濫 
市街地に排水能力を超える大雨が降り、排水が雨量に追いつかず建

物や土地が水に浸かる現象。 

避難行動要支援者 

要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある

場合に自ら避難することが困難な者であって、円滑かつ迅速な避難

の確保を図るため特に支援を要する者。避難行動要支援者名簿に登

載される対象者となる。 

福祉避難所 

高齢者や障害者などの要配慮者の方にきめ細かな支援を行うため、

協定に基づき、災害発生時に民間社会福祉施設等に要配慮者の受入

れについて要請し、開設する施設のこと。 

分散避難 
小中学校などの避難場所以外の安全な親戚、知人宅やホテル・旅館

等に避難すること。 

マンホールトイレ 

汚水受入れますと公共下水道に接続した下水道管を設置することに

より、汚水を水とともに公共下水道に流下させる施設。災害時には

便座や仮囲いを設置し、仮設トイレとして使用することができる。 

要配慮者 発災前の備え、災害時の避難行動、避難後の生活などの各段階にお
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いて特に配慮を要する者。具体的には、高齢者、しょうがいしゃ、

外国人、難病患者、乳幼児、妊産婦等を想定。 
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【別紙資料】国土強靱化に資する国立市の事業及び活用する国の交付金・補助金一覧 

（令和４年４月現在。実施予定の事業も含む） 

 

 交付金・補助金 国立市の事業 備考 

１ 学校施設環境改善交付金 国立市立学校給食センター

整備運営事業 

令和 3 年度～令和 6 年度 

（予定） 

２ 学校施設環境改善交付金 第二小学校改築事業 令和 4 年度～令和 8 年度 

３ 次世代育成支援対策施設交付金 矢川複合施設建設工事事業 令和 3 年度～令和 4 年度 

○矢川児童館新設 

○子育て広場新設 

○幼児教育センター新設 

※通常整備事業分 

４ 無電柱化推進事業補助 無電柱化推進計画事業 ○東１号線 

令和 5 年度～令和 7 年度 

○都市計画道路 3・4・8

号線  

令和 8 年度～令和 12 年

度 

５ 二酸化炭素排出抑制対策 

事業費等補助金 

地域脱炭素実現に向けた再

エネの最大限導入のための

計画づくり支援事業 

令和４年度に 2050 年を

見据えた地域再エネ導入

目標を策定するための調

査実施 

６ 地域防災拠点建築物整備緊急

促進事業補助金 

市内建築物耐震化促進事業  

７ 浸水対策に係る個別補助事業

補助金 

国立市公共下水道ストック

マネジメント計画事業 

令和 2 年度～令和 6 年度 

〇管路施設の改築 

〇ポンプ場設備の改築 
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